
あらゆるシーンにおいても対応を
安心して過ごせる・楽しむことができる下田

各プレイヤーができることをそれぞれ実施
市民・観光客の双方が安心する下田

みんなの新型コロナ対策 「新・下田モデル」 全体像

感染を広げない対応 持続できる下田

“もしもの時“も安心

どこでも安心

みんな安心

３つの安心ポイント 具体策
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※ 新・下田モデルとしての新しい取組

◆ 発熱など風邪のような症状を感じた時の対応

◆ 新型コロナワクチンの接種開始と適切な
情報提供 ※

下田モデルカードは下田冬モデルの健康チェックカードにイン
センティブ（特典）を付加した新たなカード

◆ 下田モデルカードによる健康管理の継続と
普及・促進※

◆ GＷ等に向けた観光客への対応※

◆ 「感染症拡大防止宣言の店」飲食店等への
ステッカーの継続

◆ 旅館・飲食店等、対応例集を活用した対策

◆ 感染防止及び経営改善の取組に対する
助成の継続

R３．４.２８



Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

１－１ 住む人訪れる人、みんなで安心する下田

◆下田モデルカードによる健康管理の継続と普及・促進

感染防止のため、「下田モデルカード」による市民・観光客の健康管理を継続するとともに、カードにイ
ンセンティブ（市内観光施設の割引等の特典）を付加することで、カードの普及・促進を図ります。

安全対策の概要 ①みんな安心

コンセプト

各プレイヤーができることをそれぞれ実施 市民・観光客の双方が安心する下田①みんな安心

特典は今後拡大していく予定です。
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○ カードはどこでもらえるの?

・宿泊施設、観光案内所、道の駅、大型店舗などで入手できます。
・下田市ホームページからもダウンロードできます。

・ 朝のお出かけ前の状態など、毎日の体調等をチェックできるようになっています。
・ もしもの時は、発熱等受診相談センターにご相談ください。
・ 常に携行してください。市内の飲食店等で提示を求められることがあります。

○ どのように使えばいいの?

Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ①みんな安心

コンセプト

各プレイヤーができることをそれぞれ実施 市民・観光客の双方が安心する下田①みんな安心

市民・観光客

◆ 下田モデルカードの入手方法と使い方

○ インセンティブ（特典）はどのようにして受けるの？

特典を受けられる観光施設等の協力店で下田モ
デルカードを提示すれば、割引等が受けられます。
※今後特典を更に拡大していきます。
詳しくは市のホームページを参照してください。

カードの提示

特典協力店
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Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

◆ 観光客への対応

「下田モデルカード」を市内観光施設、市内各団体（観光協会、温泉旅館協同組合、商工会議所等）、旅行

代理店（ＪＴＢ，楽天、じゃらん等）等と連携し、観光客に普及・促進します。

安全対策の概要 ①みんな安心

コンセプト

各プレイヤーができることをそれぞれ実施 市民・観光客の双方が安心する下田①みんな安心

①市内観光施設、宿泊施
設等にアクセスすると・・・

市内観光施設
宿泊施設等

②下田モデルカ-ド
が紹介されます

アクセスリンク

③下田モデルカード
がダウンロード できます

観光客

④下田モデルカ-ドで健康管理して下田へ出掛けよう！

○観光予定の方の入手方法

※下田市ＨＰから
ダウンロードできます

開国のまち
下田

黒船

3

下田市



Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ①みんな安心

コンセプト

各プレイヤーができることをそれぞれ実施 市民・観光客の双方が安心する下田①みんな安心

37.5℃以上の
発熱がある場合

感染症患者(またはその濃厚接触者)
と接触した場合

１－２ 安心のための下田ルール

①下田に来る２週間以内に、以下に該当

する方は、下田への来訪をご遠慮ください。

※スマートフォンをお持ちの方は、 接触確認アプリ
もインストールして 活用してください。

また、出発2週間前から必ず検温
等の体調チェックを行ってください。

② 各施設内においては
マスクを必ず着用してください。

※ 特に人との会話の際は、マスクの着用を忘れないように
してください。

③ 市内の各施設・店舗等のルールを
入館・入店前によく理解した上で
ご利用ください。

※お守りいただけない場合は、各施設・店舗等において
ご利用をご遠慮いただく場合があります。
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・観光協会にて作成した対応例集を、市役所と各団体(観光協会・温泉旅館協同組合・商工会議所・料理飲食
組合) と共有しています。
・市役所と各団体は、対応例集を活用した各施設・店舗の予防対策実施を支援します。

各店舗
飲食・宿泊

ルール順守を要請

対策を実施

ルールを守って利用

観光客

市民

対応例集

Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ②どこでも安心

コンセプト

あらゆるシーンにおいても対応を 安心して過ごせる・楽しむことができる下田②どこでも安心

２－１ 宿泊・飲食店等の店舗や施設は、対応例集を活用した感染予防対策を推進

２－２ 感染予防防止及び経営改善の取組に対する助成の継続
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・感染予防防止の設備（サーモカメラ、パーテーション等）等に対し、 経費1/2以内・下限５万円～
上限50万円の助成を継続します。
※令和３年５月12日申請受付開始予定



Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ②どこでも安心

コンセプト

あらゆるシーンにおいても対応を 安心して過ごせる・楽しむことができる下田

２－３ 飲食事業者向け「感染症拡大防止宣言ステッカー」の継続

②どこでも安心

１ 市にて準備した対策チェックリストに基づき、自身の店舗にて対策を実施しているかチェック。
２ チェックリストの対策を実施している店である宣言等を記載した申請様式を提出。
３ 「感染症拡大防止宣言の店」ステッカーを発行。各店舗の入口等に貼付。
４ 宣言を行った飲食店のリストは、市のホームページにて公表（随時更新）。
５ 宣言を行った飲食店に対し、実際に対策しているか、必要に応じて市は巡回・確認。

飲食店

下田市
対策を実施

市に申請・報告

ステッカー配布

店舗リストを市HPで公表
必要に応じ巡回・確認の実施

ステッカーを貼って
「対策実施店」宣言！

HPで事前に確認

安心して利用

市民・観光客の安心に向け、感染拡大防止対策を実施している飲食店であることを確認しやすくします。

市民
観光客

「感染症拡大防止宣言の店」ステッカーの配布等の流れ

※「飲食店」とは、食品衛生法第52条第１項に基づく「飲食店営業許可」（仕出し屋、弁当屋を除く）、第２項に基づく「喫茶店営業許可」を受けており、店内に飲食設備を備えている店舗です。

本ステッカーは、感染対策を実施している飲食店であることを表示するものです。
対策を実施している飲食店におかれましては、ぜひステッカーをご活用ください。
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Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ③もしもの時も安心

コンセプト

感染を広げない対応 持続できる下田③もしもの時も安心

かかりつけ医のある人：かかりつけ医に電話をしましょう。

かかりつけ医がない人：発熱等受診相談センターへ電話をしましょう。

３－１ 発熱など風邪のような症状を感じた場合、不安に思う時

（観光客、帰省者等）

7

かかりつけ医に電話をする

かかりつけ医のある人

かかりつけ医が発熱等診療医療機関でない場合かかりつけ医が
発熱等診療医療機関

の場合 かかりつけ医から

発熱等診療医療機関を紹介してもらう

かかりつけ医を
受診する 受診前に必ず電話をし、医療機関を受診する

発熱等受診相談センター
☎050-5371-0561に電話をする

※24時間受け付けています

かかりつけ医のいない人

近くの発熱等診療医療機関を

紹介してもらう

受診前に必ず電話をし、

医療機関を受診する



接種対象者 3月 4月 5月 6月 7月 8月以降

医療従事者等
（病院・消防等）

65歳以上
の高齢者

64歳以下から16
歳以上の方

※介護従事者等
を優先

Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ③もしもの時も安心

コンセプト

感染を広げない対応 持続できる下田③もしもの時も安心

3－２ 新型コロナワクチンの接種開始

3月中旬～5月中旬接種

・重症化リスクの大きさ等を踏まえ、医療従事者等・ 高齢者・他の方への順で進められます。

・ワクチン接種を希望するすべての方（下田市に住民票のある16歳以上）が接種できます。
※希望する方がなるべく早く接種できるよう体制を強化していきます。

＜予防接種スケジュール＞

3/31接種券発送

4/12予約受付開始

5/12 ワクチン接種開始
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ワクチンの供給量等を踏まえ順次接種



下田市

Withoutコロナの対策（かからない、広げない、持ち込ませない）

安全対策の概要 ③もしもの時も安心

コンセプト

感染を広げない対応 持続できる下田③もしもの時も安心

3－３ 新型コロナワクチン接種の適切な情報提供

・ワクチン接種に関して、市ホームページ、メール配信、広報・かいらん、大型店舗への情報掲示等、様々な方法で

市民の皆様へ情報提供します。
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ホームページ

広報・かいらん メール配信

大型店舗
情報掲示

新聞等報道

新型コロナウイルスワクチンに関する問合せ先

厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎ 0120-761-770（フリーダイアル） ＊受付時間：午前９時から午後9時まで（土日・祝日も実施）

新型コロナウイルスワクチン接種副反応に関する問合せ先

新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口
☎ 050-5445-2369 ＊受付時間：午前９時から午後５時まで（土日・祝日も実施）


